
つなぐプロジェクト 政策要望 

 
Ⅰ.行政経営の推進 

 

(1) マルチペイメントの推進 

・公共施設などの使用料などについて、マルチペイメントを可能とすること。また、その他

の決済においても、マルチペイメントの活用に向けた検討を進めること。 

 

(2) 台東区のブランド力向上 

・戦略的な広報実現にむけて、来街者対応だけでなく、定住促進にもしっかりと寄与し、 

施策の効果を最大限発揮できるような情報発信を行っていくため、広報アドバイザーや民間 

出身者の登用など民間活力の導入を図り、広報機能の充実を進めること。 

・ジェンダー炎上を防ぐ仕組みづくりとして、男女表現ガイドラインの制定をすすめること。 

 

(3) 協働の推進 

・今後の行政運営における手法として、協働事業の活用は有益な一つの手法となりえる。 

協働事業の更なる推進に向けて、行政側の意識改革や、中間支援組織の優秀な人材の確保、 

利用しやすい立地、補助金指針の見直し、庁内における組織改正を含めたバックアップ体制 

づくりなど、体制整備の推進を図ること。 

 

(4) 区有施設の有効活用 

・制度変更や時代推移により行政に求められる施設は変化しており、限られた区有施設を、 

より行政需要に合った有効的な施設へと転換していかざるを得ない。区有施設の適正化に向 

けた取り組みを、庁内の体制整備を含め推進していくこと。 

・集会施設をより有効に活用するため、区民館・社会教育施設・老人福祉施設の機能を複合 

化し、その管理の一元化を図るなど、集会スペースの有効活用、利用者の利便性向上を推進 

すること。 

 

(5)  区有施設の管理運営の適正化 

・教育・保育施設の指定管理期間の見直しや、外郭団体の在り方検討の結果を踏まえ、指 

定管理者制度の見直しを行い、適正な制度運営へ移行すること。 

 

(6) 窓口サービスの向上 

・窓口ごとの二重待ちを解消し、待ち時間の短縮に努めるためのシステムを構築すること。 

・ライフイベントに係る窓口対応を、１階へ一元配置すること。 

・高齢者相談総合窓口に後期高齢者医療保険を追加し、高齢者対応窓口のワンストップサ 

ービスを拡充すること。 

 

(7) ICTを活用した行政の効率化の推進 

・AIや RPAの利活用を拡充すること。 

 

(8) SDGｓを踏まえた行政運営の実施 

・環境や人権等の 17のゴールを踏まえた行政運営を実施すること。 

 

 



(9) 多文化共生の推進 

・多文化共生課を創設すること。 

・外国籍の方の日本語教育を推進すること。 

・学校園含む各窓口に AI型通訳機器等の設置をすること。 

 

   

Ⅱ.まちづくり政策 

 

1. 災害対策 

(1) 初期消火体制の充実 

・地域の実情に合わせてスタンドパイプや大型消火器など、初期消火体制を強化  

するためのツールの配備をさらに充実すること。 

 

(2) 災害に強いまちづくりの推進 

・都市間の災害時応援協定の促進に努めること。(台東区の姉妹・友好都市は、地域に偏在 

があり、十分な体制が確保されているとはいえない。近隣都市(都下)や東海、関越地域など 

の市区町村と、災害に特化した「都市間災害時応援協定」を締結すること) 

・木密地域対策として、無接道敷地での老朽建築物建て替え促進のための許可基準 

の緩和など、先進事例の検討を進め、解消に向けての取組を拡充すること。 

・震災後速やかに応急危険度判定を実施できるよう、応急危険度判定員の拡充のため 

の積極的な働きかけを強化するとともに、判定員との平時からの連携強化など、実効性のあ 

る備えを構築すること。 

・災害時に、より威力を発揮できるすぐれた防災用具 (ノーパンク自転車や折り畳 

みボート・カセットボンベ発電機など)を積極的に取り入れるなど、区の災害対  

応力の充実に努めること。 

・水害時の避難方法や避難場所など、震災時とは異なる対応に備えた水害対策を、 

台風 19 号対応で得た課題を踏まえ、早急に検討すること。  

・災害状況やリスク状況など、「わかりやすい情報発信」の検討を行うこと。  

 

(3) 避難所運営の向上 

・路上生活者を含むすべての人が災害時の安全を確保できるよう、震災時と水害

時の避難施設の違いや、自主避難施設・避難施設・一時滞在施設の役割について、

周知を徹底すること。 

・ＨＵＧ・ディグといった状況付与型訓練の実施を促進し、避難所マニュアルの整備を促進 

すること。 

・福祉避難所の指定施設の更なる充実と、福祉避難所マニュアルの整備を促進すること。 

・乳児の災害対策を充実させること。(液体ミルクや専用ガスコンロの備蓄。紙コップ授乳の 

ための紙コップ備蓄と方法の周知など) 

 

(4)帰宅困難者対策の充実 

・増加する来街者への対応として、一時滞在施設の確保を更に推進すること。また、インバ 

ウンドへの対策強化に努めること。 

 

 

 



2. 環境 

(1) 再生可能エネルギーの積極展開によるスマートエネルギーの推進 

・区有施設の省エネ機器、再生可能エネルギー活用を促進するため、施設ごと、エネルギ

ー種別ごとの削減の数値目標を立て、しっかりとした進捗管理を実行できる仕組みを構築

し、早急で着実な温室効果ガスの削減を図ること。 

・民間での省エネ機器、再生可能エネルギー機器の充実を促進すること。 

家庭や企業における省エネ機器、再生可能エネルギー機器の導入を促すよう、十分な予算

を確保すること。 

 

(2) 自転車対策の向上 

・民間主導型シェアサイクルとともに、民地を利用した駐輪場システムの拡充・推進を図

ること。 

・大型自転車の利用者が増えているが、その重さと大きさにより、駐輪場の利用に支障が 

生じている。大型自転車への対応に努めること。 

 

 

3.都市整備 

・地域主体のまちづくりを推進するための仕組みを検討すること。 

・街のさらなる機能性や居住性の向上、安心・安全で魅力ある街づくりなどを実現するた 

め、地域によっては、高度利用により有効的な土地活用を行うべき。それぞれの地域の実 

情に合った再開発の促進に努めること。 

・リノベーションまちづくりを推進すること。 

 

 

4.住宅 

・空家の利活用を推進するため、他区の先進事例(マッチング事業等)をしっかりと検証し、

新しい事業スキームの検討を行うこと。 

 

 

Ⅲ 文化・伝統を活かした賑わい政策 

 

1.産業 

・台東区ブランドを内外に発信していくため、また、インバウンド対応(キャッシ 

ュレス・通訳アプリ)に向けて、更なるＩＣＴの積極活用を推進すること。  

・区内商工団体は、区の発展における大切なパートナー。現状把握をしっかりと  

行うとともに、行政と団体が一つとなって課題解決に向けて協議を行い、自助の  

努力を即しながらも、しっかりとしたサポート体制を充実すること。  

・区内中小企業等の保護の観点から、知的財産権の取得・保護へ向けての支援を  

強化すること。 

・新たな活力をもたらす、IT関連など新規産業の企業誘致を推進すること。また、創業支 

援の拠点施設を整備すること。 

・区内在住者が近くの勤務先に勤められるような職住近接を推進すること。 

・女性の復職支援／創業支援を実施、充実させること。 

 

 

 



2.観光・文化 

 

(1) ユニバーサルデザイン施策の推進 

・東京ｵﾘﾝﾋﾞｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ開催を控え、国際文化観光都市として、障害者や高齢者、 

子育て中の方々も安心して台東区へお越しいただける環境を整備していくユニバ 

ーサルデザイン施策の更なる推進を早急に図ること。(特に、区有施設においては、段差解消 

や手すり設置など、早急にバリアフリーの向上に努めること。) 

また、インバウンドにも対応した情報発信を拡充すること。 

 

(2) おもてなし対応の強化  

・有料トイレやネーミングライツ等の手法も検討し、しっかりとしたおもてなしで対 

応できるよう快適なトイレの増設を含め、観光スポットの拡大や来街者の増加に合わ  

せた環境整備を推進すること。 

 

(3) 観光バス対策 

・一時的に増加することが見込まれる大型客船の来航に際し、区内混雑緩和のための 

策を早急に構築すること。 
 

 

Ⅳ 教育・子育て政策 

 

1.教育 

(1) 英語教育の充実 

・国際観光都市として、英語教育を充実させること。小学生のうちから英語に親しむ方法と

してインターネットを使ったテレビ電話を利用した海外交流や、TGGを利用した学校教育の

実施などを進めること。 

 

(2) 基礎・基本の学力の定着と考える力の育成  

・小学校低学年時における基礎・基本を身につけられるような対策強化と、考える

力を高めるためのカリキュラムをさらに充実させること。 

・教育レベルの底上げを図るため、学習支援事業の対象拡大 (小学校)なども含め、

さらに効果を出していく改善を進めていくこと。 

 

(3) 生涯教育・スポーツの充実 

・ボール遊びのできる施設の拡充 (現在、ボール遊びができる施設は、7か所の公園しかな

い。場所の偏在は否めない。各小学校の校庭を、月に一度程度、解放し、親子で楽しめる場

を提供すること) 

・隅田川を活かしたランニング環境の整備を進めること。(隅田川親水テラスにランニング

しやすい路面整備や距離表示、ランニングステーションの設置整備など) 

・プレイパークを実施すること。 

・障害がある子どもでも遊べるような公園のバリアフリー化をすすめること。 

 

(4) いじめ対策の強化 

・ネットの急速な普及もあり、ＳＮＳ等による「見えないいじめ」が増加傾向にある。その

対策として ICT等を活用した先進的な取組を早期に検討・導入し、いじめ対策の強化に努め



ること。 

・正確な実態把握をした上での対策を推進すること。 

 

(5) 教育現場のサポート機能の充実 

・教育現場における課題の複雑化・多様化に対応するため、スクールロイヤーの配置など、 

サポート機能を充実すること。 

  

(6) リスク管理教育の推進 

・次代を担う子供たちが急速に発展する情報化社会を生き抜いていくために、  

情報活用に関しての判断力や選択能力の育成を推進すること。 

 

 

2.子育て 

(1) 多様なニーズに対応できる保育サービスの拡充 

・待機児童対策として、不足分を認可保育園整備だけで行うのではなく、既存の施設を含め 

て、ゼロベースで見直し、公私のバランスも図りながら、認定こども園整備や多様なニーズ 

に応えられる施設整備も含め、全てのやり方をフル活用すること。 (私立幼稚園の預り保育 

の拡充や区立幼稚園を公営の 3-5歳児に特化したこども園への転換など)  

・３歳児以降の受け入れ先も踏まえた連携園（認可保育所）の仕組みづくりを早々に進め 

ること。 

・企業内保育などもフル活用するために、まずは、台東区役所から企業内保育所設置の検討 

を進めること。 

・量の拡充とともに、子どもたちの育ちの場である保育園の質の充実についてもしっかりと 

予算をつけて取り組むこと。 

 

(2) 要保護児童対策の充実  

・妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を行っている保健所と子ども家庭セン 

ターの連携強化は必須。保健所の情報システムを強化し、子ども家庭センターの情報システ 

ムと連携を図ること。また、子ども家庭支援センター間においても情報システムと連携を図 

ること。 

・要保護として通報された家庭へのケアを充実させること。 

 

(3) 産後ケアの充実 

・産褥期の母親の心身安定と育児不安の解消を図るため、産後ケアを充実すること。 

(デイサービスの実施。切れ目のないサービスになっているかを検証し穴を防ぐこと） 

 

(4)  多胎児支援の充実について 

・多胎児の保護者向けのサポートを充実させること。（子育てタクシーの補助、レスパイト） 

 

(5) 若者の居場所づくりの推進 

・ひきこもりや社会から孤立することなく、安心して社会生活をおくるための、いつでも気 

軽に相談や集うことができる施設整備など、若者の居場所づくりを推進すること。 

 

（6）子連れにやさしい施設 

・子連れにやさしいチェックリストを完成させ、今後の施設整備に活用すること。 

 



 

（7）幼保無償化の充実 

・就学援助の基準や施設間の負担の公平性等を踏まえて、世帯年収 680万円程度まで無償と 

なっている。就学援助の基準を踏まえた、多子世帯の年収制限の緩和を検討すること。また、 

施設間の負担の公平性を進めるため、公立幼稚園の給食を検討すること。 

 

Ⅴ 健康・福祉政策 

1.健康 

・早期発見につながる、がん検診の充実(精度の高い検査の機会提供)を行うこと。 

(子宮頸がん検査の HPV検査の併用・肺がんの CT検診) 

・区内行事の実施をするに当たり、暑さなどの気候に配慮した日程設定や環境配慮を実施す 

ること。 

 

2.衛生 

・気候変動の影響や国際化の進行により、本来国内では感染が拡大していない感染症の流 

行が、今後懸念される。それら感染症についても、しっかりと検証を行い、対策を検討し 

ていくこと。また、子どもの感染を防ぐための体制整備を充実させること。 

・受動喫煙対策の推進に向けて、分煙対策の環境整備を充実するとともに、受動喫煙の害 

について周知を徹底すること。 

 

 

3.福祉 

(1) 在宅介護・看護へのサポート体制の充実 

・小規模多機能型居宅介護や・定期巡回型介護などの充実を促進し、施設と同等レベルの 

介護が受けられるような在宅サービスを充実していくこと。 

・患者のニーズに応じた病院・病床機関の役割分担や、医療機関と介護の間の連 

携強化など、より効果的、効率的な医療・介護のサービス提供体制を構築する 

こと。(訪問診療や往診体制の充実、医療・介護関係者の情報交換の場の確保、  

医療と介護の連携マニュアルの整備など) 

・介護従事者の身体的負担の軽減や業務の効率化など、介護従事者が継続して就労する 

ため、新たな技術を活用するなどの先駆的な取り組みを推進すること。 

 

(2) 介護予防サービスの充実  

・長距離の外出が困難な高齢者でも気軽に介護予防サービスを行うことができるよう、 

自宅や身近な場所で介護予防を行えるようにサービス内容を充実すること。 

 

(3) 障害者施設の充実  

・グループホームや生活介護等の整備は、計画通りしっかりと実現させていかなくてはな

らない。低利用・未利用の区有地・区有施設などの活用を積極的に検討していくこと。 

・障害者の高齢化に伴う施設整備の検討を行うこと。 

・福祉作業所でつくる商品のブランド力強化のための取り組みを充実すること。 
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